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■ 災害のあ らま し ■

有限会社T工務店は従業員 2人の典型 17

な小規模工務店である。代表取締役のYは、

以前大 1の l・l梁であったが従業員 2人を労

働者として雇月1し会社組織にした。Yは、

日常的に建築現場に出て従業員とともに仕

事をしており、労災保険にlt別加人してい

る。平成 21年 9り ,1211、 台風に備えるた

め屋lLの lll修を依lHさ れ、岸根にトタンを

張っていたところ、足を滑らせ屋根から地

面に落 ドし月力骨骨折、左手複雑骨折の重傷

を負ったもの。

■ 判断 ■

当初、労働基準監伴署長は入1院,I円 (40

日間)は、労災保1資給付 (療養、体業補償

給付)の対象とし、リハビリ即1問 (501)

は休業補償給イ1の対象としないと判断。Y

は代表取締役であり、特別力日入者であるた

め全部労lI不能であることが労災保険支給

事山となるところ リハビリ期間について

は全部労働不能に該当しないという理由で

あった。

しかし、その後Yの退坑後のリハビリ1切

‖1についての実態を調査したところ、Yは、

建築現場での作業はもとより、仕事の見lF‐

もり、設計などの話し合いもできず、安静

が必要な状況であったため全部労働不能と

認められ、労働基準監督署長はリハビリ期

‖1についても休業補 l・t給付の対象とすると

判断し業務上とされた。

■ 解説 ■

中小企業主などの労災保険の適用

本来労災保険は、労働者が業務災害、通

勤災害を被った場合に、その労働者や遺族

のために必要な保険給付を行うことを目的
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とした制度である。労働者でない事業主、

自営業者とその家族従事者の業務災害など

は労災保険の対象とはならないこととして

いる。

しかし、中小事業主など労働者以外の者

のなかには、業務の実態、災害の発生状1/7

などに照らして、労働者に準じて保護を与

えたほうが適当と認められる者がいる。そ

こで中」ヽ事業主などを労災保険の対象とす

るために設けられた市1度が特別加入制度で

ある。対象者は中小事業主、 一人親方、特

定作業従事者、海外派遣者である.

特別加入予定者の業務内容

中小事業主などの業務内容は、雇用契約

書などが存在せず、災害の業務上外の認定

に困難をきたすため、特別加入中請書に業

務の内容をrL載 し、その申請書をもとに業

務上外の半1断材料としている。例えば就業

時間の明示等などに具体性をもってなされ

なければならないものとされる。

特別加入者の業務災害範囲

特別加人申請書に記載された所定労働H子

Fbl内 に特男1加入の中請に係る業務 (そ の行

為が事業主の立場で行われた事業主本来の

業務を除く)およびこれに直接附帯する行

為 (生理的行為、反射的行為、準備・後始

末行為、必要行為、合理的行為および緊急

業務行為をいう)を補llf範 囲とする。

全部労働不能

特別加入者は、通院治療する場合であっ

てもそれに要した時間分の業務処理を自ら

の裁量で適当な日時に行うことができるた

め、通院時間に相当する利益を喪失するわ

けではないと考えられる。したがって、一

般の労働者のように療養 (治療、治療日的

のリハビリを含む)の為に通院し、賃金の

支給が無く、休業していれば休業補償給付

が受給できるというわけではなく、特別加

入申請書に記載した業務および事業主とし

ての業務に従事することが不可能な場合

(全部労働不能)に休業補償給付の対象と

するものである。

そこで、代表取締役Yの状況を確認して

みよう。

Yの特別加人申請書.L載内容

業務の内容 :建築工事、土木工事

給イ」基礎日額 110.000円

Yの事業主としての業務

現場監督、設計業務、営業業務

労働者の業務内容

建築工事、土木工事

リハビリ期間の 50日が休業補償給付の

対象と認められる為には、全部労働不能で

ある必要がある。つまり、Yが特別加人申

請書で中請した業務内容に従事できないこ

と、かつYの事業主としての業務に従事で

きないことの 2つの要件を満たす必要があ

る。

Yの退院後の状況は、毎ロリハビリ (療

養)のため通院し、建築現場に従1事するこ

とはもとより設計、打合せなどもできず、

自宅にて安静を強いられたため全部労働不

能と認定され、リハビリ期間の 50日 間も

休業補償給付の対象とされたものである。
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